
 

 

 関  原  発  第 351 号 

 2 0 1 9 年 1 1 月 1 4 日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

住  所 大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

申請者名 関 西 電 力 株 式 会 社 

          取締役社長   岩 根  茂 樹 

 

 

 

 

平成３１年２月８日付け関原発第５０７号をもちまして申請いたしました高浜

発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（１号、２号、３号及び４号発電用原

子炉施設の変更）を下記のとおり一部補正いたします。 

 

 

記 

 

 

高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（１号、２号、３号及び４号発

電用原子炉施設の変更）を別添のとおり一部補正する。

代 表 者 

の 氏 名  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本資料のうち、枠囲みの範囲は 

機密に係る事項ですので 

公開することはできません。 



 

 

 

 

 

別  添 

 

別紙１（設置変更許可の経緯）の一部補正 

別 紙 ２ （ 本  文 ）の一部補正 

添 付 書 類 目 次の一部補正 

添 付 書 類 五の一部補正 

添 付 書 類 八の一部補正 

添 付 書 類 十の一部補正 

 



 

  

 

 

 

 

別紙１（設置変更許可の経緯）の一部補正 
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別紙１（設置変更許可の経緯）を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 
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～ 

- 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載変更） 

 

 

別紙 1 に変更する。 
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別紙１ 

設 置 変 更 許 可 の 経 緯 

許可年月日 許可番号 備    考 

昭和４５年１１月２５日 ４５原第７０２４号 ２号炉増設 

昭和４５年１２月１９日 ４５原第７６６７号 １号原子炉施設の変更 

（主蒸気安全弁、逃がし弁の漏えい量の 
追加記載） 

昭和４７年 ３ 月１３日 ４７原第２７２４号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（原子炉本体、原子炉冷却系統施設等の 
一部変更） 

昭和４８年 ３ 月３１日 ４８原第２０７３号 ２号原子炉施設の変更 

（ディーゼル発電機の増設） 

昭和４８年１２月２７日 ４８原第１０５４２号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（バーナブルポイズン等の変更） 

昭和５０年 ２ 月 ６ 日 ４９原第１１１１９号 １号及び２号炉使用済燃料の処分の方法 
の変更 

昭和５０年 ６ 月 ６ 日 ５０原第３５２３号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（敷地面積等の変更） 

昭和５０年１２月 ４ 日 ５０原第８０３３号 １号原子炉施設の変更 

（使用済燃料ラックの増設） 

昭和５１年 ３ 月 ４ 日 ５０原第１０５４４号 １号原子炉施設の変更 

（取替炉心におけるバーナブルポイズン 
の使用） 

昭和５１年 ８ 月１０日 ５１安(原規)第２３号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（取替燃料の濃縮度等の変更） 

昭和５２年１１月 １ 日 ５２安(原規)第２５５号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（取替燃料の一部変更－２号炉） 

（固体廃棄物置場の増設―１、２号炉） 

昭和５３年１０月 ３ 日 ５３安(原規)第２９１号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（炉心の主要な熱的制限値の変更） 

昭和５４年 ７ 月２８日 ５４資庁第１０２０８号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（非常用炉心冷却設備作動回路に原子炉 
圧力異常低信号の追加） 

昭和５５年 ８ 月 ４ 日 ５４資庁第１０１号 ３号及び４号炉増設 

昭和５５年 ８ 月 ６ 日 ５５資庁第２０５２号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（燃料棒最高線出力密度の変更－１号 
炉） 

（洗たく排水処理設備の設置－１、２号 
炉） 

（雑固体焼却設備及びアスファルト固化 
装置の設置－１、２号炉） 

別紙１ 
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許可年月日 許可番号 備    考 

昭和５５年１２月１９日 ５５資庁第１４５８８号 １号、２号、３号及び４号炉使用済燃料  
の処分の方法の変更 

昭和５６年１１月３０日 ５６資庁第１２７０７号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（取替燃料の一部変更－１号炉） 

（新燃料貯蔵ラックの増設－１、２号炉） 

（使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力増強－ 
３、４号炉） 

昭和５７年 ６ 月１７日 ５７資庁第３３９０号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（１号及び２号炉共用の雑固体焼却設備 
及び３号及び４号炉共用のベイラの１  
号、２号、３号及び４号炉共用） 

（Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ廃棄物庫の１号、２  
号、３号及び４号炉共用とＤ廃棄物庫の  
貯蔵能力増強） 

昭和５８年１１月２５日 ５８資庁第２４２６号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（取替燃料の濃縮度変更－１、２、３、   
４号炉） 

（最大線出力密度変更－１、２号炉） 

（バーナブルポイズンの使用本数の変更 
－１、２号炉） 

昭和５９年 ５ 月１１日 ５９資庁第７２５号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（取替炉心におけるＢ型バーナブルポイ 
ズンの使用－１、２、３、４号炉） 

（廃樹脂貯蔵タンクの増設－１、２号炉） 

昭和６０年 ３ 月２９日 ５９資庁第１２７４５号 ３号及び４号原子炉施設の変更 

（取替炉心におけるＢ型燃料の使用） 

昭和６２年 ９ 月２４日 ６１資庁第１８５２８号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（取替燃料の一部にガドリニア入り燃料 
を使用） 

（出力分布調整用制御棒クラスタの撤  
去） 
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許可年月日 許可番号 備    考 

平成 元 年 ３ 月３１日 ６３資庁第６６８６号 ３号及び４号原子炉施設の変更 

（取替燃料集合体最高燃焼度の変更） 

（取替燃料濃縮度の変更） 

（取替燃料の一部にガドリニア入り燃料 
を使用することに係る変更） 

（使用済燃料の処分の方法の変更） 

平成 ２ 年 ９ 月１７日 元資庁第１１３３６号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（取替燃料集合体最高燃焼度の変更） 

（取替燃料濃縮度の変更） 

（使用済燃料の処分の方法の変更） 

平成 ４ 年 ６ 月２２日 ３資庁第９２９９号 ２号、３号及び４号原子炉施設の変更 

（蒸気発生器の取替え－２号炉） 

（蒸気発生器保管庫の設置－２号炉） 

（使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の変更 
－３、４号炉） 

平成 ６ 年 ３ 月 ９ 日 ５資庁第５３５３号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（蒸気発生器の取替え－１号炉） 

（蒸気発生器保管庫の設置－１号炉） 

（出力分布調整用制御棒クラスタ駆動軸 
の撤去） 

平成 ７ 年 ７ 月３１日 ６資庁第１２１４４号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（出力分布調整用制御棒クラスタ駆動装 
置の撤去） 

（廃液蒸発装置の共用化及び一部取替  
え） 

（廃樹脂処理装置の設置） 

（蒸気発生器保管庫の保管対象物の変更 
及び共用化） 

平成 ８ 年 ３ 月２５日 ７資庁第１３４０４号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（非常用電源設備の受電系統の変更） 

平成１０年１２月１６日 平成10･05･11資第８号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料  
集合体の使用－３、４号炉） 

（３号炉の核燃料物質取扱設備の一部及 
び使用済燃料貯蔵設備並びに４号炉の核 
燃料物質取扱設備の一部及び使用済燃料 
貯蔵設備を１号炉及び２号炉と共用化） 

（使用済燃料の再処理委託先確認方法の 
一部変更－１、２、３、４号炉） 
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許可年月日 許可番号 備    考 

平成１３年１２月２１日 平成13･02･06原第７号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（雑固体廃棄物の固型化処理採用） 

（海水淡水化装置の増設） 

平成１４年１１月２９日 平成14･05･08原第２号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（使用済燃料輸送容器保管建屋の設置） 

（使用済の樹脂の処理方法の変更） 

平成１６年 １ 月１３日 平成15･07･28原第４１号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（３号炉及び４号炉原子炉補助建屋内の 
使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の変更並 
びに核燃料物質取扱設備の一部及び使用 
済燃料貯蔵設備の共用化） 

平成１７年１０月１４日 平成17･04･08原第１２号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（蒸気発生器保管庫の保管対象物の変更 
及び共用化－１、２、３、４号炉） 

平成２２年 ４ 月１９日 平成20･08･12原第３３号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（取替燃料集合体最高燃焼度の変更－  
１、２号炉） 

（洗浄排水処理装置の処理方式の変更－ 
１、２、３、４号炉） 

（非常用電源設備のうち蓄電池負荷の変 
更－１、２号炉） 

（１号、２号、３号及び４号炉共用の使  
用済燃料輸送容器保管庫の一部保管対象 
物の追加） 

平成２７年 ２ 月１２日 原規規発第1502121号 ３号及び４号発電用原子炉施設の変更 

（重大事故等対処設備の設置及び体制の 
整備等） 

平成２８年 ４ 月２０日 原規規発第1604201号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉  
施設の変更 

（重大事故等対処設備の設置及び体制の 
整備等） 

平成２８年 ９ 月２１日 原規規発第1609211号 ３号及び４号発電用原子炉施設の変更 

（特定重大事故等対処施設の設置） 

平成２８年１１月 ２ 日 原規規発第16110233号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉  
使用済燃料の処分の方法の変更 
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許可年月日 許可番号 備    考 

平成２９年 ６ 月２８日 原規規発第1706282号 ３号及び４号発電用原子炉施設の変更 

（所内常設直流電源設備（３系統目）の
設置）  

（緊急時対策所（１号炉及び２号炉原子
炉補助建屋内）の撤去） 

平成３０年 ３ 月 ７ 日 原規規発第1803071号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉  
施設の変更 

（１号炉及び２号炉の特定重大事故等対
処施設の設置） 

平成３０年１２月１２日 原規規発第1812122号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉  
施設の変更 

（柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号
炉の新規制基準適合性審査を通じて得ら
れた技術的知見の反映に係る記載の変
更） 

（内部溢水による管理区域外への漏えい
の防止に係る記載の変更） 

令和元年７月３１日 原規規発第1907313号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉
施設の変更 

（原子力災害制圧道路等整備に伴う敷地
の面積及び形状の変更） 

（廃樹脂処理装置他の全共用化及び処理
に係る設備の設置） 

令和元年７月３１日 原規規発第1907314号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉
施設の変更 

（地震時の燃料被覆管の閉じ込め機能の
維持に係る設計方針の追加） 

令和元年９月２５日 原規規発第1909253号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉
施設の変更 

（所内常設直流電源設備（３系統目）の
設置） 

（重大事故等対処設備及び体制の一部変
更） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

別紙２（本文）の一部補正 
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別紙２（本文）を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 
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上 7 行 

～ 

上 9 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･安全施設の安全機能が

損なわれることがない設

計とする。 

   

また、中央制御室及びこ

れに連絡する通路･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･安全施設の安全機能が

損なわれることがない設

計とする。 

そのために、敷地内外に

おいて貯蔵施設に保管さ

れている有毒ガスを発生

させるおそれのある有毒

化学物質（以下「固定源」

という。）及び敷地内にお

いて輸送手段の輸送容器

に保管されている有毒ガ

スを発生させるおそれの

ある有毒化学物質（以下

「可動源」という。）それ

ぞれに対して有毒ガスが

発生した場合の影響評価

（以下「有毒ガス防護に係

る影響評価」という。）を

実施する。 

有毒ガス防護に係る影

響評価に当たっては、有毒

ガスが大気中に多量に放

出されるかの観点から有

毒化学物質の性状、貯蔵状

況等を踏まえ、固定源及び

可動源を特定する。また、

固定源の有毒ガス影響を

軽減することを期待する

防液堤等は、現場の設置状

況を踏まえ、評価条件を設

定する。 

固定源に対しては、運転

員の吸気中の有毒ガス濃

度の評価結果が、有毒ガス

防護のための判断基準値

を下回るよう設計する。可

動源に対しては、中央制御

室換気設備の隔離等の対
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
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～ 
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下 1 行～ 

上 2 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･損なわれることがない

設計とする。 

   

緊急時対策所（緊急時対

策所建屋内）は、重大事故

等が発生した場合に･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策により運転員を防護で

きる設計とする。 

有毒ガス防護に係る影

響評価において、有毒ガス

影響を軽減することを期

待する防液堤等は、必要に

応じて保守管理及び運用

管理を適切に実施する。 

また、中央制御室及びこ

れに連絡する通路･･･ 

 

･･･損なわれることがない
設計とする。 

そのために、固定源及び
可動源それぞれに対して
有毒ガス防護に係る影響
評価を実施する。 

有毒ガス防護に係る影
響評価に当たっては、有毒
ガスが大気中に多量に放

出されるかの観点から有
毒化学物質の性状、貯蔵状
況等を踏まえ、固定源及び
可動源を特定する。また、
固定源の有毒ガス影響を
軽減することを期待する
防液堤等は、現場の設置状

況を踏まえ、評価条件を設
定する。 

固定源に対しては、重大
事故等に対処するために

必要な指示を行う要員の
吸気中の有毒ガス濃度の
評価結果が、有毒ガス防護
のための判断基準値を下
回るよう設計する。可動源
に対しては、緊急時対策所
換気設備の隔離等の対策
により重大事故等に対処
するために必要な指示を
行う要員を防護できる設
計とする。 

有毒ガス防護に係る影
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
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下 6 行 

～ 

下 4 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･安全施設の安全機能が

損なわれることがない設

計とする。 

   

また、中央制御室及びこ

れに連絡する通路･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

響評価において、有毒ガス
影響を軽減することを期
待する防液堤等は、必要に
応じて保守管理及び運用
管理を適切に実施する。 

緊急時対策所（緊急時対
策所建屋内）は、重大事故
等が発生した場合に･･･ 

 

･･･安全施設の安全機能が

損なわれることがない設

計とする。 

そのために、敷地内外に

おいて貯蔵施設に保管さ

れている有毒ガスを発生

させるおそれのある有毒

化学物質（以下「固定源」

という。）及び敷地内にお

いて輸送手段の輸送容器

に保管されている有毒ガ

スを発生させるおそれの

ある有毒化学物質（以下

「可動源」という。）それ

ぞれに対して有毒ガスが

発生した場合の影響評価

（以下「有毒ガス防護に係

る影響評価」という。）を

実施する。 

有毒ガス防護に係る影

響評価に当たっては、有毒

ガスが大気中に多量に放

出されるかの観点から有

毒化学物質の性状、貯蔵状

況等を踏まえ、固定源及び

可動源を特定する。また、

固定源の有毒ガス影響を

軽減することを期待する

防液堤等は、現場の設置状

況を踏まえ、評価条件を設

定する。 

固定源に対しては、運転

員の吸気中の有毒ガス濃
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-14- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 12 行～ 
下 10 行 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･損なわれることがない
設計とする。 

   

緊急時対策所（緊急時対

策所建屋内）は３号及び４
号炉･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度の評価結果が、有毒ガス

防護のための判断基準値

を下回るよう設計する。可

動源に対しては、中央制御

室空調装置の隔離等の対

策により運転員を防護で

きる設計とする。 

有毒ガス防護に係る影

響評価において、有毒ガス

影響を軽減することを期

待する防液堤等は、必要に

応じて保守管理及び運用

管理を適切に実施する。 

また、中央制御室及びこ

れに連絡する通路･･･ 

 

･･･損なわれることがない
設計とする。 

そのために、固定源及び
可動源それぞれに対して

有毒ガス防護に係る影響
評価を実施する。 

有毒ガス防護に係る影
響評価に当たっては、有毒
ガスが大気中に多量に放
出されるかの観点から有

毒化学物質の性状、貯蔵状
況等を踏まえ、固定源及び
可動源を特定する。また、
固定源の有毒ガス影響を
軽減することを期待する

防液堤等は、現場の設置状
況を踏まえ、評価条件を設
定する。 

固定源に対しては、重大
事故等に対処するために
必要な指示を行う要員の
吸気中の有毒ガス濃度の
評価結果が、有毒ガス防護
のための判断基準値を下
回るよう設計する。可動源
に対しては、緊急時対策所
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-16- 

～ 

-17- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 1 行 

～ 

上 2 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･安全施設の安全機能が

損なわれることがない設

計とする。 

   

また、中央制御室及びこ

れに連絡する通路･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換気設備の隔離等の対策
により重大事故等に対処
するために必要な指示を
行う要員を防護できる設
計とする。 

有毒ガス防護に係る影
響評価において、有毒ガス
影響を軽減することを期
待する防液堤等は、必要に

応じて保守管理及び運用
管理を適切に実施する。 

緊急時対策所（緊急時対
策所建屋内）は３号及び４
号炉･･･ 

 
･･･安全施設の安全機能が

損なわれることがない設

計とする。 

そのために、固定源及び

可動源それぞれに対して

有毒ガス防護に係る影響

評価を実施する。 

有毒ガス防護に係る影

響評価に当たっては、有毒

ガスが大気中に多量に放

出されるかの観点から有

毒化学物質の性状、貯蔵状

況等を踏まえ、固定源及び

可動源を特定する。また、

固定源の有毒ガス影響を

軽減することを期待する

防液堤等は、現場の設置状

況を踏まえ、評価条件を設

定する。 

固定源に対しては、運転

員の吸気中の有毒ガス濃

度の評価結果が、有毒ガス

防護のための判断基準値

を下回るよう設計する。可

動源に対しては、中央制御

室換気設備の隔離等の対
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-21- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 6 行 

～ 

下 4 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･安全施設の安全機能が

損なわれることがない設

計とする。 

   

また、中央制御室及びこ

れに連絡する通路･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策により運転員を防護で

きる設計とする。 

有毒ガス防護に係る影

響評価において、有毒ガス

影響を軽減することを期

待する防液堤等は、必要に

応じて保守管理及び運用

管理を適切に実施する。 

また、中央制御室及びこ

れに連絡する通路･･･ 

 

･･･安全施設の安全機能が

損なわれることがない設

計とする。 

そのために、固定源及び

可動源それぞれに対して

有毒ガス防護に係る影響

評価を実施する。 

有毒ガス防護に係る影

響評価に当たっては、有毒

ガスが大気中に多量に放

出されるかの観点から有

毒化学物質の性状、貯蔵状

況等を踏まえ、固定源及び

可動源を特定する。また、

固定源の有毒ガス影響を

軽減することを期待する

防液堤等は、現場の設置状

況を踏まえ、評価条件を設

定する。 

固定源に対しては、運転

員の吸気中の有毒ガス濃

度の評価結果が、有毒ガス

防護のための判断基準値

を下回るよう設計する。可

動源に対しては、中央制御

室空調装置の隔離等の対

策により運転員を防護で

きる設計とする。 

有毒ガス防護に係る影

響評価において、有毒ガス
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

-25- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 15 行～ 

下 13 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･損なわれることがない
設計とする。 

   

緊急時対策所（緊急時対
策所建屋内）は重大事故等
が発生した場合に･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響を軽減することを期

待する防液堤等は、必要に

応じて保守管理及び運用

管理を適切に実施する。 

また、中央制御室及びこ

れに連絡する通路･･･ 

 

･･･損なわれることがない
設計とする。 

そのために、固定源及び
可動源それぞれに対して
有毒ガス防護に係る影響
評価を実施する。 

有毒ガス防護に係る影
響評価に当たっては、有毒
ガスが大気中に多量に放
出されるかの観点から有
毒化学物質の性状、貯蔵状
況等を踏まえ、固定源及び
可動源を特定する。また、

固定源の有毒ガス影響を
軽減することを期待する
防液堤等は、現場の設置状
況を踏まえ、評価条件を設
定する。 

固定源に対しては、重大
事故等に対処するために
必要な指示を行う要員の
吸気中の有毒ガス濃度の
評価結果が、有毒ガス防護
のための判断基準値を下

回るよう設計する。可動源
に対しては、緊急時対策所
換気設備の隔離等の対策
により重大事故等に対処
するために必要な指示を
行う要員を防護できる設
計とする。 

有毒ガス防護に係る影
響評価において、有毒ガス
影響を軽減することを期
待する防液堤等は、必要に

応じて保守管理及び運用
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

-32- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 4 行～ 
下 3 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理を適切に実施する。 

緊急時対策所（緊急時対

策所建屋内）は重大事故等

が発生した場合に･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

-34- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 11 行～ 

上 13 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･損なわれることがない
設計とする。 

   

緊急時対策所（緊急時対
策所建屋内）は、重大事故
等が発生した場合に･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･損なわれることがない
設計とする。 

そのために、固定源及び
可動源それぞれに対して
有毒ガス防護に係る影響
評価を実施する。 

有毒ガス防護に係る影

響評価に当たっては、有毒
ガスが大気中に多量に放
出されるかの観点から有
毒化学物質の性状、貯蔵状
況等を踏まえ、固定源及び
可動源を特定する。また、
固定源の有毒ガス影響を
軽減することを期待する
防液堤等は、現場の設置状
況を踏まえ、評価条件を設
定する。 

固定源に対しては、重大
事故等に対処するために
必要な指示を行う要員の
吸気中の有毒ガス濃度の
評価結果が、有毒ガス防護
のための判断基準値を下
回るよう設計する。可動源

に対しては、緊急時対策所
換気設備の隔離等の対策
により重大事故等に対処
するために必要な指示を

行う要員を防護できる設
計とする。 

有毒ガス防護に係る影
響評価において、有毒ガス
影響を軽減することを期
待する防液堤等は、必要に
応じて保守管理及び運用
管理を適切に実施する。 

緊急時対策所（緊急時対

策所建屋内）は、重大事故

等が発生した場合に･･･ 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

-42- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 4 行～ 
下 3 行 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

- 49 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-55- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 7 行～ 

下 4 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 8 行～ 
下 7 行 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
下 6 行～ 
下 5 行 
 

 

 

 

･･･手順と体制を整備す

る。   

予期せぬ有毒ガスの発

生においても、運転員（当

直員）及び緊急時対策本部

要員に対して  防護具

を配備し、事故対策に必要

な各種の  操作を行う

ことができるよう手順 

  を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･手順と体制を整備す
る。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
予期せぬ有毒ガスの発

生においても、特重施設要
員に対して防護具を配備
し、事故対策に必要な各種
の操作を行うことができ

 

･･･手順と体制を整備す

る。固定源に対しては、運

転員（当直員）、緊急時対

策本部要員及び緊急安全

対策要員の吸気中の有毒

ガス濃度を有毒ガス防護

のための判断基準値を下

回るようにする。可動源に

対しては、換気空調設備の

隔離等により、運転員（当

直員）及び緊急時対策本部

要員が事故対策に必要な

各種の指示・操作を行うこ

とができるようにする。 

予期せぬ有毒ガスの発

生においても、運転員（当

直員）及び緊急時対策本部

要員に対して配備した防

護具を着用することによ

り、事故対策に必要な各種

の指示・操作を行うことが

できるよう手順と体制を

整備する。 

 

･･･手順と体制を整備す
る。固定源に対しては、特
重施設要員の吸気中の有
毒ガス濃度を有毒ガス防
護のための判断基準値を
下回るようにする。可動源

に対しては、換気空調設備
の隔離等により、特重施設
要員が事故対策に必要な
各種の操作を行うことが
できるようにする。 

 

予期せぬ有毒ガスの発
生においても、特重施設要
員に対して配備した防護
具を着用することにより、
事故対策に必要な各種の
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

- 63 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-69- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 12 行～ 

下 13 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 12 行～
下 11 行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
下 10 行～

下 8 行 

るよう手順  を整備す
る。 
 

 

･･･手順と体制を整備す

る。   

予期せぬ有毒ガスの発

生においても、運転員（当

直員）及び緊急時対策本部

要員に対して  防護具

を配備し、事故対策に必要

な各種の  操作を行う

ことができるよう手順 

  を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･手順と体制を整備す
る。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
予期せぬ有毒ガスの発

生においても、特重施設要

操作を行うことができる
よう手順と体制を整備す
る。 

 

･･･手順と体制を整備す

る。固定源に対しては、運

転員（当直員）、緊急時対

策本部要員及び緊急安全

対策要員の吸気中の有毒

ガス濃度を有毒ガス防護

のための判断基準値を下

回るようにする。可動源に

対しては、換気空調設備の

隔離等により、運転員（当

直員）及び緊急時対策本部

要員が事故対策に必要な

各種の指示・操作を行うこ

とができるようにする。 

予期せぬ有毒ガスの発

生においても、運転員（当

直員）及び緊急時対策本部

要員に対して配備した防

護具を着用することによ

り、事故対策に必要な各種

の指示・操作を行うことが

できるよう手順と体制を

整備する。 

 

･･･手順と体制を整備す
る。固定源に対しては、特
重施設要員の吸気中の有

毒ガス濃度を有毒ガス防
護のための判断基準値を
下回るようにする。可動源
に対しては、換気空調設備
の隔離等により、特重施設
要員が事故対策に必要な
各種の操作を行うことが
できるようにする。 

 

予期せぬ有毒ガスの発
生においても、特重施設要
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

員に対して防護具を配備
し、事故対策に必要な各種
の操作を行うことができ
るよう手順  を整備す
る。 

 

 

 

 

 

員に対して配備した防護
具を着用することにより、
事故対策に必要な各種の
操作を行うことができる
よう手順と体制を整備す
る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

添付書類目次の一部補正 



 

- 1 - 

添付書類目次を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

- 72 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 73 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 4 行 

 

 

 

上 8 行 

 

 

 

下 10 行 

 

 

 

下 4 行 

 

 

 

上 3 行 

 

 

 

上 7 行 

 

 

 

下 3 行 

 

 

 

 

 

平成３０年１２月１２

日付け原規規発第１８１

２１２２号を･･･ 

 

平成３０年１２月１２

日付け原規規発第１８１

２１２２号を･･･ 

 

平成３０年１２月１２

日付け原規規発第１８１

２１２２号を･･･ 

 

平成３０年１２月１２

日付け原規規発第１８１

２１２２号を･･･ 

 

平成３０年１２月１２

日付け原規規発第１８１

２１２２号を･･･ 

 

平成３０年１２月１２

日付け原規規発第１８１

２１２２号を･･･ 

 

平成３０年１２月１２

日付け原規規発第１８１

２１２２号を･･･ 

 

 

令和元年９月２５日付

け原規規発第１９０９２

５３号を･･･ 

 

令和元年９月２５日付

け原規規発第１９０９２

５３号を･･･ 

 

令和元年９月２５日付

け原規規発第１９０９２

５３号を･･･ 

 

令和元年９月２５日付

け原規規発第１９０９２

５３号を･･･ 

 

令和元年９月２５日付

け原規規発第１９０９２

５３号を･･･ 

 

令和元年９月２５日付

け原規規発第１９０９２

５３号を･･･ 

 

令和元年９月２５日付

け原規規発第１９０９２

５３号を･･･ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

添付書類五の一部補正 



5-1 

添付書類五を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

5-10 

 

 

 

 

 

 

下 3 行～ 

下 2 行 

 

 

 

 

 

 

 

･･･重大事故等発生時   

の対応に必要となる･･･ 

 

 

 

 

･･･重大事故等発生時、原

子炉補助建屋等への故意

による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによ

る重大事故等発生時の対

応に必要となる･･･ 

 

 



8-目-1 
 

 

 

 

 

 

 

添付書類八の一部補正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8-目-1 
 

添付書類八を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

8-目-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-目-3 

 

 

 

 

 

8-目-4 

 

 

 

 

 

上 4 行 

 

 

 

下 10 行 

 

 

下 8 行 

 

 

上 4 行 

 

 

上 6 行 

 

 

上 4 行 

 

 

上 6 行 

 

 

平成３０年１２月１２

日付け原規規発第１８１

２１２２号を･･･ 

 

1.11.14 発電用原子炉設

置変更･･･ 

 

1.11.14.1 「実用発電用原

子炉及び･･･ 

 

1.11.15 発電用原子炉設

置変更･･･ 

 

1.11.15.1 「実用発電用原

子炉及び･･･ 

 

1.12.16 発電用原子炉設

置変更･･･ 

 

1.12.16.1 「実用発電用原

子炉及び･･･ 

 

令和元年９月２５日付

け原規規発第１９０９２

５３号を･･･ 

 

1.11.15 発電用原子炉設

置変更･･･ 

 

1.11.15.1 「実用発電用原

子炉及び･･･ 

 

1.11.16 発電用原子炉設

置変更･･･ 

 

1.11.16.1 「実用発電用原

子炉及び･･･ 

 

1.12.17 発電用原子炉設

置変更･･･ 

 

1.12.17.1 「実用発電用原

子炉及び･･･ 

 



8(1)-1-1 
 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

8(1)-1-1 

 

 

 

 

 

8(1)-1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 4 行 

 

 

下 2 行 

 

 

下 8 行～ 

下 1 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.14 発電用原子炉設

置変更･･･ 

 

1.11.14.1 「実用発電用原

子炉及び･･･ 

 

(1) 想定される有毒ガス

の発生においても、薬品タ

ンク、配管等に保管されて

いる有毒ガスを発生させ

るおそれのある有毒化学

物質（以下「固定源」とい

う。）に対しては、運転員

の吸気中の有毒ガス濃度

が、有毒ガス防護のための

判断基準値を下回る設計

とし、発電所構内において

タンクローリ等の輸送容

器に保管されている有毒

ガスを発生させるおそれ

のある有毒化学物質（以下

「可動源」という。）に対

しては、中央制御室空調装

置の隔離等により運転員

を防護できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.15 発電用原子炉設

置変更･･･ 

 

1.11.15.1 「実用発電用原

子炉及び･･･ 

 

(1) 想定される有毒ガス

の発生において、有毒ガス

が運転員に及ぼす影響に

より、運転員の対処能力が

著しく低下し、安全施設の

安全機能が損なわれるこ

とがない設計とする。 

そのために、敷地内外に

おいて貯蔵施設に保管さ

れている有毒ガスを発生

させるおそれのある有毒

化学物質（以下「固定源」

という。）及び敷地内にお

いて輸送手段の輸送容器

に保管されている有毒ガ

スを発生させるおそれの

ある有毒化学物質（以下

「可動源」という。）それ

ぞれに対して有毒ガスが

発生した場合の影響評価

（以下「有毒ガス防護に係

る影響評価」という。）を

実施する。 

固定源に対しては、運転

員の吸気中の有毒ガス濃

度の評価結果が、有毒ガス

防護のための判断基準値

を下回るよう設計する。可

動源に対しては、中央制御

室換気設備の隔離等の対

策により運転員を防護で

きる設計とする。 

 



8(1)-1-2 
 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

8(1)-1-4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8(1)-1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 6 行～ 

下 1 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 10 行～ 

下 9 行 

 

 

 

 

 

 

下 8 行～ 

下 7 行 

 

 

下 6 行 

 

 

 

 

･･･できる設計とする。 

想定される有毒ガスの
発生において、固定源に対
しては、重大事故等に対処
するために必要な指示を
行う要員の吸気中の有毒
ガス濃度  が、有毒ガス
防護のための判断基準値

を下回ることにより、ま
た、可動源に対しては、緊
急時対策所換気設備の隔
離等  により当該要員
を防護できる設計とする。 

 

 

 

 

 

･･･損なわれることがない

設計とする。 
 このため、想定される有
毒ガスの発生において、固
定源に対しては、･･･ 
 
 
 

･･･吸気中の有毒ガス濃度 

  が、有毒ガス防護のた

めの･･･ 

 

･･･換気空調系の隔離等 

  により･･･ 

 

 

 

 

･･･できる設計とする。 

そのために、固定源及び
可動源それぞれに対して
有毒ガス防護に係る影響
評価を実施する。 

 固定源に対しては、重大

事故等に対処するために

必要な指示を行う要員の

吸気中の有毒ガス濃度の

評価結果が、有毒ガス防護

のための判断基準値を下

回るよう設計する。また、

可動源に対しては、緊急時

対策所換気設備の隔離等

の対策により当該要員を

防護できる設計とする。 

 

･･･損なわれることがない
設計とする。 

そのために、固定源及び
可動源それぞれに対して
有毒ガス防護に係る影響
評価を実施する。 
 固定源に対しては、･･･ 

 

･･･吸気中の有毒ガス濃度

の評価結果が、有毒ガス防

護のための･･･ 

 

･･･換気空調系の隔離等 

の対策により･･･ 

 



8(2)-1-1 
 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

8(2)-1-1 

 

 

 

 

上 4 行 

 

 

上 6 行 

 

 

下 3 行 

 

1.11.15 発電用原子炉設

置変更･･･ 

 

1.11.15.1 「実用発電用原

子炉及び･･･ 

 

 １号炉の「1.11.14.1「実

用発電用原子炉及び･･･ 

 

 

 

1.11.16 発電用原子炉設

置変更･･･ 

 

1.11.16.1 「実用発電用原

子炉及び･･･ 

 

１号炉の「1.11.15.1「実

用発電用原子炉及び･･･ 

 



8(3)-1-1 
 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

8(3)-1-1 

 

 

 

 

 

8(3)-1-2 

～ 

8(3)-1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 4 行 

 

 

下 2 行 

 

 

下 7 行 

～ 

上 1 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.16 原 子 炉 設 置 変

更･･･ 

 

1.12.16.1 「実用発電用原

子炉及び･･･ 

 

(1) 想定される有毒ガス

の発生においても、薬品タ

ンク、配管等に保管されて

いる有毒ガスを発生させ

るおそれのある有毒化学

物質（以下「固定源」とい

う。）に対しては、運転員

の吸気中の有毒ガス濃度

が、有毒ガス防護のための

判断基準値を下回る設計

とし、発電所構内において

タンクローリ等の輸送容

器に保管されている有毒

ガスを発生させるおそれ

のある有毒化学物質（以下

「可動源」という。）に対

しては、中央制御室空調装

置の隔離等により運転員

を防護できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.17 原 子 炉 設 置 変

更･･･ 

 

1.12.17.1 「実用発電用原

子炉及び･･･ 

 

(1) 想定される有毒ガス

の発生において、有毒ガス

が運転員に及ぼす影響に

より、運転員の対処能力が

著しく低下し、安全施設の

安全機能が損なわれるこ

とがない設計とする。 

そのために、敷地内外に

おいて貯蔵施設に保管さ

れている有毒ガスを発生

させるおそれのある有毒

化学物質（以下「固定源」

という。）及び敷地内にお

いて輸送手段の輸送容器

に保管されている有毒ガ

スを発生させるおそれの

ある有毒化学物質（以下

「可動源」という。）それ

ぞれに対して有毒ガスが

発生した場合の影響評価

（以下「有毒ガス防護に係

る影響評価」という。）を

実施する。 

固定源に対しては、運転

員の吸気中の有毒ガス濃

度の評価結果が、有毒ガス

防護のための判断基準値

を下回るよう設計する。可

動源に対しては、中央制御

室空調装置の隔離等の対

策により運転員を防護で

きる設計とする。 

 



8(3)-1-2 
 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

8(3)-1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(3)-1-5 

 

 

下 5 行～ 

下 1 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 10 行～ 

下 9 行 
 
 
 
 
 
 

上 8 行～ 
下 7 行 
 

 

下 6 行 

 

 

 

 

 

･･･できる設計とする。 

想定される有毒ガスの
発生において、固定源に対
しては、重大事故等に対処
するために必要な指示を
行う要員の吸気中の有毒
ガス濃度  が、有毒ガス
防護のための判断基準値

を下回ることにより、ま
た、可動源に対しては、緊
急時対策所換気設備の隔
離等  により当該要員
を防護できる設計とする。 

 

 

 

 

 

･･･損なわれることがない

設計とする。 
 このため、想定される有
毒ガスの発生において、固
定源に対しては、･･･ 
 
 
 
･･･吸気中の有毒ガス濃度 
  が、有毒ガス防護の 
ための･･･ 
 

･･･換気空調系の隔離等 
  により･･･ 

 

 

 

 

･･･できる設計とする。 

そのために、固定源及び
可動源それぞれに対して
有毒ガス防護に係る影響
評価を実施する。 

 固定源に対しては、重大

事故等に対処するために

必要な指示を行う要員の

吸気中の有毒ガス濃度の

評価結果が、有毒ガス防護

のための判断基準値を下

回るよう設計する。また、

可動源に対しては、緊急時

対策所換気設備の隔離等

の対策により当該要員を

防護できる設計とする。 

 

･･･損なわれることがない

設計とする。 
そのために、固定源及び

可動源それぞれに対して
有毒ガス防護に係る影響
評価を実施する。 
 固定源に対しては、･･･ 
 

･･･吸気中の有毒ガス濃度
の評価結果が、有毒ガス 
防護のための･･･ 
 

･･･換気空調系の隔離等 

の対策により･･･ 

 

 

 

 



8(1)-6-1 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

8(1)-6-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 1 行 

～ 

上 7 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室は、有毒ガス

が運転員に及ぼす影響に

より、運転員の対処能力が

著しく低下することのな

いよう、想定される有毒ガ

スの発生において、固定源

に対しては、運転員の呼気

中の有毒ガス濃度が、有毒

ガス防護のための判断基

準値を下回る設計とし、可

動源に対しては中央制御

室換気設備の隔離等によ

り、運転員を防護できる設

計とする。 

中央制御室及びこれに

連絡する通路･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室は、有毒ガス

が運転員に及ぼす影響に

より、運転員の対処能力が

著しく低下し、安全施設の

安全機能が損なわれるこ

とがない設計とする。 

そのために、「有毒ガス

防護に係る影響評価ガイ

ド（平成 29 年 4 月 5 日 原

規技発第 1704052 号原子

力規制委員会決定）」（以

下「有毒ガス評価ガイド」

という。）を参照し、有毒

ガス防護に係る影響評価

を実施する。 

有毒ガス防護に係る影

響評価に当たっては、有毒

ガスが大気中に多量に放

出されるかの観点から、有

毒化学物質の揮発性等の

性状、貯蔵量、建屋内保管、

換気等の貯蔵状況等を踏

まえ、敷地内及び中央制御

室等から半径 10km 以内

にある敷地外の固定源並

びに可動源を特定し、特定

した有毒化学物質に対し

て有毒ガス防護のための

判断基準値を設定する。ま

た、固定源の有毒ガス影響

を軽減することを期待す

る防液堤等は、現場の設置

状況を踏まえ、評価条件を

設定する。 

固定源に対しては、貯蔵

容器すべてが損傷し、有毒

化学物質の全量流出によ

って発生した有毒ガスが

大気中に放出される事象



8(1)-6-2 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(1)-6-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 1 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 手順に基づき、  中

央制御室換気設備の隔離 

  により、･･･ 

 

を想定し、運転員の吸気中

の有毒ガス濃度の評価結

果が、有毒ガス防護のため

の判断基準値を下回るよ

う設計する。 

可動源に対しては、

「10.13 通信連絡設備」に

記載する通信連絡設備に

よる連絡、中央制御室換気

設備の隔離、防護具の着用

等により運転員を防護で

きる設計とする。 

有毒ガス防護に係る影

響評価において、有毒ガス

影響を軽減することを期

待する防液堤等は、必要に

応じて保守管理及び運用

管理を適切に実施する。 

中央制御室及びこれに

連絡する通路･･･ 

 

(5) 手順に基づき、「10.13

通信連絡設備」に記載する

通信連絡設備による連絡、

中央制御室換気設備の隔

離、防護具の着用等によ

り、･･･ 

 



8(3)-6-1 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

8(3)-6-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 2 行 

～ 

上 8 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室は、有毒ガス

が運転員に及ぼす影響に

より、運転員の対処能力が

著しく低下することのな

いよう、想定される有毒ガ

スの発生において、固定源

に対しては、運転員の呼気

中の有毒ガス濃度が、有毒

ガス防護のための判断基

準値を下回る設計とし、可

動源に対しては中央制御

室空調装置の隔離等によ

り、運転員を防護できる設

計とする。 

中央制御室及びこれに

連絡する通路･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室は、有毒ガス

が運転員に及ぼす影響に

より、運転員の対処能力が

著しく低下し、安全施設の

安全機能が損なわれるこ

とがない設計とする。 

そのために、「有毒ガス

防護に係る影響評価ガイ

ド（平成 29 年 4 月 5 日 原

規技発第 1704052 号原子

力規制委員会決定）」（以

下「有毒ガス評価ガイド」

という。）を参照し、有毒

ガス防護に係る影響評価

を実施する。 

有毒ガス防護に係る影

響評価に当たっては、有毒

ガスが大気中に多量に放

出されるかの観点から、有

毒化学物質の揮発性等の

性状、貯蔵量、建屋内保管、

換気等の貯蔵状況等を踏

まえ、敷地内及び中央制御

室等から半径 10km 以内

にある敷地外の固定源並

びに可動源を特定し、特定

した有毒化学物質に対し

て有毒ガス防護のための

判断基準値を設定する。ま

た、固定源の有毒ガス影響

を軽減することを期待す

る防液堤等は、現場の設置

状況を踏まえ、評価条件を

設定する。 

固定源に対しては、貯蔵

容器すべてが損傷し、有毒

化学物質の全量流出によ

って発生した有毒ガスが

大気中に放出される事象



8(3)-6-2 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(3)-6-6 

～ 

8(3)-6-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(3)-6-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 2 行 

～ 

上 2 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 2 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定される有毒ガスの

発生を考慮しても、固定源

に対しては、運転員の呼気

中の有毒ガス濃度が、有毒

ガス防護のための判断基

準値を下回り、可動源に対

しては中央制御室空調装

置 の 隔 離 等   に よ

り、･･･ 

 

 

 

(5) 手順に基づき、  中

央制御室空調装置の隔離 

  により、･･･ 

 

を想定し、運転員の吸気中

の有毒ガス濃度の評価結

果が、有毒ガス防護のため

の判断基準値を下回るよ

う設計する。 

可動源に対しては、

「10.13 通信連絡設備」に

記載する通信連絡設備に

よる連絡、中央制御室空調

装置の隔離、防護具の着用

等により運転員を防護で

きる設計とする。 

有毒ガス防護に係る影

響評価において、有毒ガス

影響を軽減することを期

待する防液堤等は、必要に

応じて保守管理及び運用

管理を適切に実施する。 

中央制御室及びこれに

連絡する通路･･･ 

 

想定される有毒ガスの

発生を考慮しても、固定源

に対しては、評価条件を防

液堤等の設置状況を踏ま

えて設定し、運転員の吸気

中の有毒ガス濃度の評価

結果が、有毒ガス防護のた

めの判断基準値を下回り、

可動源に対しては中央制

御室空調装置の隔離等の

対策により、･･･ 

 

(5) 手順に基づき、「10.13

通信連絡設備」に記載する

通信連絡設備による連絡、

中央制御室空調装置の隔

離、防護具の着用等によ

り、･･･ 

 



8(1)-10-1 

 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 
8(1)-10-2 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 7 行～ 
下 1 行 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･できる設計とする。 

想定される有毒ガスの
発生において、固定源に対
しては、重大事故等に対処
するために必要な指示を
行う要員の吸気中の有毒
ガス濃度が、有毒ガス防護
のための判断基準値を下

回ることにより、また、可
動源に対しては、緊急時対
策所換気設備の隔離等に
より、当該要員を防護でき
る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･できる設計とする。 

そのために、有毒ガス評
価ガイドを参照し、有毒ガ
ス防護に係る影響評価を
実施する。 

有毒ガス防護に係る影
響評価に当たっては、有毒
ガスが大気中に多量に放

出されるかの観点から、有
毒化学物質の揮発性等の
性状、貯蔵量、建屋内保管、
換気等の貯蔵状況等を踏
まえ、敷地内及び中央制御
室等から半径 10km 以内

にある敷地外の固定源並
びに可動源を特定し，特定
した有毒化学物質に対し
て有毒ガス防護のための
判断基準値を設定する。ま

た、固定源の有毒ガス影響
を軽減することを期待す
る防液堤等は、現場の設置
状況を踏まえ、評価条件を
設定する。 

固定源に対しては、貯蔵
容器すべてが損傷し、有毒
化学物質の全量流出によ
って発生した有毒ガスが
大気中に放出される事象
を想定し、重大事故等に対
処するために必要な指示

を行う要員の吸気中の有
毒ガス濃度の評価結果が、
有毒ガス防護のための判
断基準値を下回るよう設
計する。 

可動源に対しては、
「10.13 通信連絡設備」に
記載する通信連絡設備に
よる連絡、緊急時対策所換
気設備の隔離、防護具の着
用等により重大事故等に



8(1)-10-2 

 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(1)-10-5 
～ 

8(1)-10-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 1 行～ 
上 5 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

対処するために必要な指
示を行う要員を防護でき
る設計とする。 

有毒ガス防護に係る影
響評価において、有毒ガス
影響を軽減することを期
待する防液堤等は、必要に
応じて保守管理及び運用
管理を適切に実施する。 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

 
8(3)-10-2 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 7 行～ 
下 1 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･できる設計とする。 

想定される有毒ガスの
発生において、固定源に対
しては、重大事故等に対処
するために必要な指示を
行う要員の吸気中の有毒
ガス濃度が、有毒ガス防護
のための判断基準値を下

回ることにより、また、可
動源に対しては、緊急時対
策所換気設備の隔離等に
より、当該要員を防護でき
る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･できる設計とする。 

そのために、有毒ガス評
価ガイドを参照し、有毒ガ
ス防護に係る影響評価を
実施する。 

有毒ガス防護に係る影
響評価に当たっては、有毒
ガスが大気中に多量に放

出されるかの観点から、有
毒化学物質の揮発性等の
性状、貯蔵量、建屋内保管、
換気等の貯蔵状況等を踏
まえ、敷地内及び中央制御
室等から半径 10km 以内

にある敷地外の固定源並
びに可動源を特定し，特定
した有毒化学物質に対し
て有毒ガス防護のための
判断基準値を設定する。ま

た、固定源の有毒ガス影響
を軽減することを期待す
る防液堤等は、現場の設置
状況を踏まえ、評価条件を
設定する。 

固定源に対しては、貯蔵
容器すべてが損傷し、有毒
化学物質の全量流出によ
って発生した有毒ガスが
大気中に放出される事象
を想定し、重大事故等に対
処するために必要な指示

を行う要員の吸気中の有
毒ガス濃度の評価結果が、
有毒ガス防護のための判
断基準値を下回るよう設
計する。 

可動源に対しては、
「10.13 通信連絡設備」に
記載する通信連絡設備に
よる連絡、緊急時対策所換
気設備の隔離、防護具の着
用等により重大事故等に



8(3)-10-2 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(3)-10-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 3 行 
～ 
上 8 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対処するために必要な指
示を行う要員を防護でき
る設計とする。 

有毒ガス防護に係る影
響評価において、有毒ガス
影響を軽減することを期
待する防液堤等は、必要に
応じて保守管理及び運用
管理を適切に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 



10-目-0 
 

 

 

 

 

 

 

添付書類十の一部補正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10-目-1 
 

添付書類十を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

10-目-1 

 

 

 

 

 

上 6 行 

 

 

 

 

平成３０年１２月１２

日付け原規規発第１８１

２１２２号を･･･ 

 

 

 

令和元年９月２５日付

け原規規発第１９０９２

５３号を･･･ 

 

 

 

 



10(1)-5-1 
 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

10(1)-5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10(1)-5-14 

 

 

 

 

 

下 11 行～ 

下 8 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 12 行 

 

 

 

 

 

･･･手順と体制を整備す

る。   

予期せぬ有毒ガスの発

生においても、運転員（当

直員）及び緊急時対策本部

要員に対して  防護具

を配備し、事故対策に必要

な各種の  操作を行う

ことができるよう手順 

  を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･手順と体制を整備す

る。   

 

 

 

 

･･･手順と体制を整備す

る。敷地内外において貯蔵

施設に保管されている有

毒ガスを発生させるおそ

れのある有毒化学物質（以

下「固定源」という。）に

対しては、運転員（当直

員）、緊急時対策本部要員

及び緊急安全対策要員の

吸気中の有毒ガス濃度を

有毒ガス防護のための判

断基準値を下回るように

する。敷地内において輸送

手段の輸送容器に保管さ

れている有毒ガスを発生

させるおそれのある有毒

化学物質（以下「可動源」

という。）に対しては、換

気空調設備の隔離等によ

り、運転員（当直員）及び

緊急時対策本部要員が事

故対策に必要な各種の指

示・操作を行うことができ

るようにする。 

予期せぬ有毒ガスの発

生においても、運転員（当

直員）及び緊急時対策本部

要員に対して配備した防

護具を着用することによ

り、事故対策に必要な各種

の指示・操作を行うことが

できるよう手順と体制を

整備する。 

 

･･･手順と体制を整備す

る。固定源に対しては、特

重施設要員の吸気中の有

毒ガス濃度を有毒ガス防

護のための判断基準値を



10(1)-5-2 
 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 11 行～ 

下 9 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予期せぬ有毒ガスの発

生においても、特重施設要

員に対して防護具を配備

し、事故対策に必要な各種

の操作を行うことができ

るよう手順  を整備す

る。 

 

 

下回るようにする。可動源

に対しては、換気空調設備

の隔離等により、特重施設

要員が事故対策に必要な

各種の操作を行うことが

できるようにする。 

 

予期せぬ有毒ガスの発

生においても、特重施設要

員に対して配備した防護

具を着用することにより、

事故対策に必要な各種の

操作を行うことができる

よう手順と体制を整備す

る。 
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

10(3)-5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10(3)-5-14 

 

 

 

 

 

下 11 行～ 

下 8 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 11 行 

 

 

 

 

 

･･･手順と体制を整備す

る。   

予期せぬ有毒ガスの発

生においても、運転員（当

直員）及び緊急時対策本部

要員に対して  防護具

を配備し、事故対策に必要

な各種の  操作を行う

ことができるよう手順 

  を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･手順と体制を整備す

る。   

 

 

 

 

･･･手順と体制を整備す

る。敷地内外において貯蔵

施設に保管されている有

毒ガスを発生させるおそ

れのある有毒化学物質（以

下「固定源」という。）に

対しては、運転員（当直

員）、緊急時対策本部要員

及び緊急安全対策要員の

吸気中の有毒ガス濃度を

有毒ガス防護のための判

断基準値を下回るように

する。敷地内において輸送

手段の輸送容器に保管さ

れている有毒ガスを発生

させるおそれのある有毒

化学物質（以下「可動源」

という。）に対しては、換

気空調設備の隔離等によ

り、運転員（当直員）及び

緊急時対策本部要員が事

故対策に必要な各種の指

示・操作を行うことができ

るようにする。 

予期せぬ有毒ガスの発

生においても、運転員（当

直員）及び緊急時対策本部

要員に対して配備した防

護具を着用することによ

り、事故対策に必要な各種

の指示・操作を行うことが

できるよう手順と体制を

整備する。 

 

･･･手順と体制を整備す

る。固定源に対しては、特

重施設要員の吸気中の有

毒ガス濃度を有毒ガス防

護のための判断基準値を



10(3)-5-2 

 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 10 行～

下 8 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予期せぬ有毒ガスの発

生においても、特重施設要

員に対して防護具を配備

し、事故対策に必要な各種

の操作を行うことができ

るよう手順  を整備す

る。 

 

 

 

 

 

下回るようにする。可動源

に対しては、換気空調設備

の隔離等により、特重施設

要員が事故対策に必要な

各種の操作を行うことが

できるようにする。 

 

予期せぬ有毒ガスの発

生においても、特重施設要

員に対して配備した防護

具を着用することにより、

事故対策に必要な各種の

操作を行うことができる

よう手順と体制を整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


